
告

示

県
道
喜
多
方
西
会
津

線
路

線

名

公

告
喜
多
方
市
慶
徳
町
豊
岡
字
千
五
百
苅
八
五
一
番
二
地

先
か
ら

同

市
慶
徳
町
豊
岡
字
今
町
四
九
八
番
二
地
先
ま

で
供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
〇
年
一

〇
月
一
七
日

供

用

開

始

の

期

日

福
島
県
告
示
第
七
百
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
五
百
二
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
よ
つ
く
ら
ぶ

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

雄
二

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
い
わ
き
市
四
倉
町
字
西
四
丁
目
四
番
地
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
民
と
行
政
と
の
協
働
に
よ
り
、
賑
わ
い
の
あ
る
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
地
域

振
興
の
事
業
を
行
う
こ
と
で
、
活
力
あ
る
地
域
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
五
百
二
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

六
四
二

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

六
四
二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

六
四
二

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
事
前
協

議
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
公
告
す
る

件

六
四
三

○
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
合
格
者
を
公

告
す
る
件

六
四
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

六
四
三

福
島
県
議
会

○
福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

六
四
四

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件

六
四
五

○
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
が
あ
っ
た
件

六
四
五

○
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ

っ
た
件

六
四
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
件

六
四
七

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団

体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ

っ
た
件

六
四
七

○
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告

示
す
る
件

六
四
七

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指

定
し
た
件

六
五
一

正

誤

○
平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
付
け
定
例

第
千
九
百
七
十
二
号
中

六
五
一

○
平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日
付
け
定
例

第
千
九
百
九
十
九
号
中

六
五
一



福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
ま
わ
り
の
家

三

代
表
者
の
氏
名

般
若

よ
し
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
相
馬
市
中
村
字
新
町
百
九
十
一
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
・
高
齢
者
等
に
対
し
て
、
地
域
生
活
と
就
労
を
進
め
自
立
し
た
生
活
を
支

援
す
る
こ
と
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
障
害
者
・
高
齢
者
等
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
権
利
の
確
保
と

地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
五
百
二
十
六
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱(

平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号)

第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
事
前
協
議
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

設
置
等
予
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ト
ー
カ
ン

代
表
取
締
役

有
馬

一
郎

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
細
子
三
五
番
地
の
一

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
予
定
地
区

移
動
式
施
設
の
た
め
、
設
置
等
予
定
地
区
は
特
定
さ
れ
な
い
。

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

移
動
式
汚
泥
の
脱
水
施
設

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力

一
二
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
日(

八
時
間)

(

産
業
廃
棄
物
課)

公
告
第
五
百
二
十
七
号

平
成
二
十
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

三

五

六

七

八

十

一
一

一
二

一
三

一
四

二
一

二
八

二
九

三
一

三
二

三
四

三
八

四
五

五
一

五
二

五
五

五
六

五
七

六
一

六
三

六
五

七
〇

七
二

(

産
業
人
材
育
成
課)

公
告
第
五
百
二
十
八
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

井
上
用
水
堰
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

渡
辺

勝
好

い
わ
き
市
山
田
町
戸
ノ
内
一
三
二
番
地

同

皆
川

敏
夫

同

市
山
田
町
大
谷
一
二
八
番
地

同

下
山
田
嘉
七

同

市
山
田
町
大
津
二
三
番
地

同

瀬
谷

勝
彦

同

市
山
田
町
中
町
四
七
番
地
の
一

同

澤
田

進

同

市
山
田
町
滑
沢
二
番
地

同

芳
賀

茂

同

市
沼
部
町
金
山
一
八
番
地

同

澤
田

米
二

同

市
田
人
町
旅
人
字
井
戸
沢
一
二
四
番
地
の
一

監
事

蛭
田

親
養

同

市
山
田
町
明
地
一
二
〇
番
地
の
一

同

蛭
田

實

同

市
山
田
町
法
田
七
六
番
地

同

北
郷

敬

同

市
山
田
町
上
野
一
一
二
番
地
の
五

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

渡
辺

勝
好

い
わ
き
市
山
田
町
戸
ノ
内
一
三
二
番
地

同

下
山
田
嘉
七

同

市
山
田
町
大
津
二
三
番
地

同

蛭
田

和
夫

同

市
山
田
町
法
田
八
〇
番
地

同

瀬
谷

勝
彦

同

市
山
田
町
中
町
四
七
番
地
の
一

同

澤
田

進

同

市
山
田
町
滑
沢
二
番
地

同

芳
賀

茂

同

市
沼
部
町
金
山
一
八
番
地

同

逸
見

功

同

市
田
人
町
旅
人
字
井
戸
沢
四
一
番
地

監
事

北
郷

敬

同

市
山
田
町
上
野
一
一
二
番
地
の
五

同

相
原

豊

同

市
山
田
町
古
川
六
九
番
地

同

大
井
川
英
夫

同

市
山
田
町
井
上
六
番
地

(

農
村
計
画
課)
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福
島
県
議
会

福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
議
会
議
長

遠

藤

忠

一

福
島
県
議
会
規
則
第
二
号

福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
議
会
会
議
規
則(

昭
和
三
十
四
年
福
島
県
議
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
の
次
に
次
の
目
次
を
付
す
る
。

目
次第

一
章

総
則(

第
一
条
│
第
十
四
条)

第
二
章

議
案
及
び
動
議(

第
十
五
条
│
第
二
十
条)

第
三
章

議
事
日
程(

第
二
十
一
条
│
第
二
十
五
条)

第
四
章

選
挙(

第
二
十
六
条
│
第
三
十
四
条)

第
五
章

議
事(

第
三
十
五
条
│
第
四
十
八
条)

第
六
章

発
言(

第
四
十
九
条
│
第
六
十
四
条)

第
七
章

委
員
会(

第
六
十
五
条
│
第
七
十
六
条)

第
八
章

表
決(

第
七
十
七
条
│
第
八
十
七
条)

第
九
章

請
願(

第
八
十
八
条
│
第
九
十
四
条)

第
十
章

秘
密
会(

第
九
十
五
条
・
第
九
十
六
条)

第
十
一
章

辞
職
及
び
資
格
の
決
定(

第
九
十
七
条
│
第
百
条)

第
十
二
章

規
律(

第
百
一
条
│
第
百
八
条)

第
十
三
章

懲
罰(

第
百
九
条
│
第
百
十
五
条)

第
十
四
章

会
議
録(

第
百
十
六
条
│
第
百
十
九
条)

第
十
五
章

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場(

第
百
二
十
条)

第
十
六
章

議
員
の
派
遣(

第
百
二
十
一
条)

第
十
七
章

補
則(

第
百
二
十
二
条)

附
則

第
十
六
章
中
第
百
二
十
一
条
を
第
百
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
六
章
を
第
十
七
章
と
す
る
。

第
十
五
章
中
第
百
二
十
条
を
第
百
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
五
章
を
第
十
六
章
と
し
、
第
十
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
五
章

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場

第
百
二
十
条

法
第
百
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
議
案
の
審
査
又
は
議
会
の
運
営
に
関
し
協
議
又
は
調

整
を
行
う
た
め
の
場(

以
下｢

協
議
等
の
場｣

と
い
う
。)

を
別
表
の
と
お
り
設
け
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
等
の
場
を
臨
時
的
に
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
議
会

の
議
決
で
こ
れ
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
議
長
が
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
協
議
等
の
場
を
設
け
る
に
当
た
つ
て
は
、
名
称
、
目
的
、
構
成
員
及
び
招

集
権
者
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

協
議
等
の
場
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表(

第
百
二
十
条
関
係)

名

称

目

的

構

成

員

招
集
権
者

福
島
県
議
会

議
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項
に
つ
い
て

議
長
、
副
議
長
及
び
交

議
長

代
表
者
会
議

協
議
又
は
調
整
を
行
う
。

渉
会
派
か
ら
推
薦
さ
れ

た
代
表
者
各
一
人

福
島
県
議
会

議
会
の
組
織
構
成
又
は
議
会
の
運
営
に

議
長
、
副
議
長
、
議
会

議
長

各
派
交
渉
会

つ
い
て
協
議
又
は
調
整
を
行
う
。

運
営
委
員
長
及
び
交
渉

会
派
か
ら
推
薦
さ
れ
た

議
員

福
島
県
議
会

一
般
選
挙
に
よ
り
新
た
に
選
挙
さ
れ
た

一
般
選
挙
に
よ
り
新
た

座
長

世
話
人
会

議
員
に
よ
る
議
会
の
組
織
構
成
及
び
一

に
選
挙
さ
れ
た
議
員
の

般
選
挙
後
最
初
の
会
議
の
運
営
に
つ
い

任
期
開
始
前
の
議
長
及

て
協
議
又
は
調
整
を
行
う
。

び
副
議
長
並
び
に
交
渉

会
派
か
ら
推
薦
さ
れ
た

議
員

福
島
県
議
会

本
会
議
又
は
常
任
委
員
会
で
論
議
が
尽

全
常
任
委
員
会
の
委
員

委
員
長

総
括
審
査
会

く
せ
な
か
つ
た
問
題
、
二
つ
以
上
の
常

任
委
員
会
に
ま
た
が
る
問
題
等
の
審
査

を
行
う
。

福
島
県
議
会

県
政
の
重
要
な
課
題
に
つ
い
て
協
議
を

全
議
員

議
長

全
員
協
議
会

行
う
。

福
島
県
議
会

意
見
書
案
及
び
決
議
案
、
議
会
事
務
局

議
長
、
副
議
長
及
び
交

議
長

政
務
調
査
審

の
行
う
諸
調
査
、
図
書
室
の
整
備
運
営

渉
会
派
か
ら
推
薦
さ
れ

議
会

等
に
つ
い
て
審
議
し
、
各
会
派
の
意
見

た
委
員

の
調
整
を
図
る
。

福
島
県
議
会

議
会
広
報
活
動
に
つ
い
て
協
議
し
、
そ

委
員
長
、
副
委
員
長
及

委
員
長

広
報
委
員
会

の
円
滑
な
推
進
を
図
る
。

び
委
員
七
人
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
議
会

委
員
会
共
通
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
又

常
任
委
員
会
、
議
会
連

座
長

正
副
委
員
長

は
調
整
を
行
う
。

営
委
員
会
及
び
特
別
委

会
議

員
会
の
正
副
委
員
長

福
島
県
議
会

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
協
議
す
る

議
長
、
副
議
長
及
び
委

会
長

エ
ネ
ル
ギ
ー

と
と
も
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
関
す

員
十
二
人

政
策
議
員
協

る
情
報
を
提
供
し
、
県
民
の
エ
ネ
ル
ギ

議
会

ー
政
策
に
対
す
る
理
解
の
促
進
を
図
る
。

福
島
県
議
会

福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例(

平
成
十

委
員
八
人
以
内

会
長

情
報
公
開
審

三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号)

第
二

査
会

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
求

め
に
応
じ
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
調
査

を
行
う
。

福
島
県
議
会

知
事
が
策
定
す
る
福
島
県
公
立
大
学
法

委
員
十
人

委
員
長

公
立
大
学
法

人｢

中
期
目
標｣

に
つ
い
て
調
査
検
討

人
中
期
目
標

を
行
う
。

調
査
検
討
委

員
会

福
島
県
議
会

尾
瀬
水
資
源
の
開
発
及
び
利
用
に
つ
き
、
議
長
、
副
議
長
及
び
委

会
長

尾
瀬
水
資
源

そ
の
基
本
的
な
対
策
を
講
ず
る
た
め
協

員
十
六
人
以
内

対
策
協
議
会

議
を
行
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

議

事

課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

政
治
団
体
の
名

代
表
者
の
氏

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届
出
年
月
日

摘
要

称

名

の
氏
名

所
在
地

遠
藤
八
十
八
後

佐
藤

光
雄

佐
藤
多
美
子

い
わ
き
市
中
央
台

平
成
二
〇
年
八

政
党

援
会

飯
野
一
丁
目
四
番

月
二
一
日

以
外

地
一

加
藤
和
信
後
援

関

昌
弘

佐
久
間
建
男

二
本
松
市
油
井
字

平
成
二
〇
年
八

同

会

福
岡
八

月
二
八
日

元
気
な
声
が
聞

鈴
木

征

鈴
木

征

南
会
津
郡
只
見
町

平
成
二
〇
年

同

こ
え
る
町
づ
く

大
字
只
見
字
上
町

九
月
五
日

り
会

五
四
三
│
六

鈴
木
周
一
後
援

鈴
木

周
一

石
塚

勝
美

伊
達
郡
国
見
町
大

平
成
二
〇
年
九

同

会

字
藤
田
字
日
渡
三

月
二
二
日

一
三
│
二

福
嶋
あ
ず
さ
後

福
嶋
あ
ず
さ

佐
藤

雅
紀

い
わ
き
市
平
南
白

平
成
二
〇
年
八

同

援
会

土
字
八
ッ
坂
一
三

月
五
日

七
│
五
│
Ｄ
│
二

〇
二

福
島
県
の
県
政

鈴
木
雄
二
郎

幕
田

勝
利

福
島
市
南
沢
又
字

平
成
二
〇
年
九

同

を
育
て
る
会

桜
内
三
九
│
四

月
一
二
日

松
本
信
弘
後
援

松
本

信
夫

吉
田

六
郎

双
葉
郡
�
尾
村
大

平
成
二
〇
年
九

同

会

字
落
合
字
落
合
八

月
一
〇
日

五
│
一

松
本
允
秀
後
援

南
條

俊
治

杉
本

宜
信

双
葉
郡
�
尾
村
大

平
成
二
〇
年
九

同

会

字
落
合
字
落
合
二

月
二
四
日

五
三
│
二

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か

ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。
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平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

政
治
団
体
の
名

異
動
事

内

容

称

項

届
出
年
月
日

摘
要

新

旧

自
由
民
主
党
塩

政
治
団

自
由
民
主
党
塩
川

自
由
民
主
党
塩
川

平
成
二
〇
年
九

政
党

川
町
支
部

体
の
名

町
支
部

支
部

月
九
日

称

自
由
民
主
党
福

会
計
責

二
階
堂

泰
次

寺
島

儀
雄

平
成
二
〇
年
八

同

島
県
軍
恩
連
盟

任
者

月
二
一
日

支
部

自
由
民
主
党
福

代
表
者

一
重

靖
夫

佐
藤

長
之
進

平
成
二
〇
年
八

同

島
県
た
ば
こ
販

月
二
七
日

売
支
部

会
計
責

塚
原

洋
一

水
野

順
平

任
者

自
由
民
主
党
山

代
表
者

佐
藤

光
雄

長
谷
川

新
造

平
成
二
〇
年
九

同

都
支
部

月
四
日

事
務
所

喜
多
方
市
山
都
町

喜
多
方
市
山
都
町

所
在
地

木
幡
上
ノ
原
丙
九

一
ノ
木
字
高
野
原

九
一

三
二
二
八

自
由
民
主
党
山

政
治
団

自
由
民
主
党
山
都

自
由
民
主
党
山
都

平
成
二
〇
年
九

同

都
町
支
部

体
の
名

町
支
部

支
部

月
九
日

称

石
井
み
ど
り
福

代
表
者

金
子

振

宮
城

圀
泰

平
成
二
〇
年
八

政
党

島
県
後
援
会

月
二
六
日

以
外

会
計
責

菅
谷

敏

中
山

誠
秀

任
者

岩
井
孝
治
後
援

事
務
所

い
わ
き
市
桜
ヶ
丘

い
わ
き
市
桜
ヶ
丘

平
成
二
〇
年
八

同

会

所
在
地

二
丁
目
二
│
二

四
│
一
二
八

月
二
五
日

氏
家
哲
男
後
援

代
表
者

氏
家

哲
男

阿
部

二
郎

平
成
二
〇
年
三

同

会

月
三
一
日

木
田
た
か
し
後

代
表
者

鈴
木

邦
明

高
木

正
吉

平
成
二
〇
年
八

同

援
会

月
八
日

全
国
た
ば
こ
販

代
表
者

一
重

靖
夫

佐
藤

長
之
進

平
成
二
〇
年
八

同

売
政
治
連
盟
福

月
二
七
日

島
県
地
区
本
部

会
計
責

塚
原

洋
一

水
野

順
平

任
者

福
島
県
農
業
者

会
計
責

根
本

俊
男

矢
浪

忠
好

平
成
二
〇
年
八

同

政
治
連
盟
た
む

任
者

月
一
五
日

ら
支
部

豊
か
な
ふ
る
さ

政
治
団

豊
か
な
ふ
る
さ
と

美
し
い
ふ
る
さ
と

平
成
二
〇
年
九

同

と
と
共
に
歩
む

体
の
名

と
共
に
歩
む
会

と
共
に
歩
む
会

月
一
日

会

称

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

政
治
団
体
の
名
称

政
治
団
体
で
な

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
年

摘

要

く
な
っ
た
理
由

月
日

民
主
党
福
島
県
第
２
総
支
部

解
散

平
成
二
〇
年
九
月
二
二
日

政
党

氏
家
哲
男
後
援
会

同

平
成
二
〇
年
三
月
一
〇
日

政
党
以
外

加
藤
和
信
後
援
会

同

平
成
二
〇
年
八
月
二
三
日

同

小
林
正
幸
後
援
会

同

平
成
二
〇
年
八
月
三
一
日

同

相
樂
新
平
後
援
会

同

平
成
二
〇
年
八
月
三
一
日

同
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須
賀
川
を
良
く
す
る
会

同

平
成
二
〇
年
八
月
三
一
日

同

双
葉
盛
山
会

同

平
成
二
〇
年
七
月
二
五
日

同

森
盛
一
後
援
会

同

平
成
二
〇
年
七
月
二
五
日

同

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

届
出
者
の
氏

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団

主
た
る
事
務
所

代
表
者
の
氏

届
出
年
月
日

名

体
の
名
称

の
所
在
地

名

鈴
木

周
一

国
見
町
長

鈴
木
周
一
後

伊
達
郡
国
見
町

鈴
木

周
一

平
成
二
〇
年

援
会

大
字
藤
田
字
日

九
月
二
二
日

渡
三

一
三
│

二

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

届
出
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

届
出
年
月
日

相
樂

新
平

須
賀
川
市
長

須
賀
川
を
良
く
す
る
会

平
成
二
〇
年
九
月
五
日

森

盛
一

双
葉
町
議
会
議
員

森
盛
一
後
援
会

平
成
二
〇
年
八
月
四
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
政
治
団
体
の
平
成
二
十
年
分
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男
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支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

359,544 359,544
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

� �
� �
� �
� �
� �
� �
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政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�
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